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訪問看護重要事項説明書 

【社団医療法人康生会 鶯宿温泉病院】 

  令和 6 年 6月改定 

 

１．事業者（法人）の概要 

事業者（法人）の名称 社団医療法人康生会 

主たる事務所の所在地 〒020-0573 岩手県岩手郡雫石町南畑３２－２６５ 

代表者（職名・氏名） 理事長 田中 由紀子 

電話番号 ０１９－６９５－２３２１ 

２．ご利用事業所の概要 

 ご利用事業所の名称 鶯宿温泉病院 

サービスの種類 訪問看護、介護予防訪問看護 

事業所の所在地 〒020-0573 岩手県岩手郡雫石町南畑３２－２６５ 

電話番号 ０１９－６９５－２３２１ 

指定年月日・事業所番号 平成１２年４月１日指定 ０３１２１１０７５２ 

管理者の氏名 瀬川 泰幸 

通常の事業の実施地域 雫石町 

３．事業の目的と運営の方針 

事業の目的 

要介護又は要支援状態にある利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り

居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、生活の質の確保及

び向上を図るとともに、安心して日常生活を過ごすことができるよう、居宅

サービス又は介護予防サービスを提供することを目的とします。 

運営の方針 

事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その他

関係法令及びこの契約の定めに基づき、関係する市町村や事業者、地域の

保健・医療・福祉サービス等と綿密な連携を図りながら、利用者の要介護

状態の軽減や悪化の防止、もしくは要介護状態となることの予防のため、

適切なサービスの提供に努めます。 

４．提供するサービスの内容（介護予防も含む） 

①病状、障害及び全身状態の観察 

②褥瘡の予防及び処置 

③療養生活や介護方法の助言 

④カテーテル等の交換 

⑤在宅療養を継続するために必要な支援 
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５．営業日時 

営業日 

月曜日から金曜日まで 

ただし、国民の祝日（振り替え休日を含む）及び年末年始（12月31日から

1月3日）及びお盆（8月13日から8月15日）を除く。 

営業時間 

  

午前９時から午後５時まで 

  

 

６．事業所の職員体制 

従業者の職種 人 員 業 務 内 容 

管 理 者 １名 事業所の統轄 

看護職員 ３名 訪問看護等 

 

７．利用料 

 サービスを利用した場合の「基本利用料」は別添「利用料金表」のとおりであり、利用者か

らお支払いいただく「利用者負担金」は、原則として基本利用料の１割の額（一定以上の所得

のある方は 2割～3割）です。ただし、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用す

る場合、超えた額の全額が利用者負担となります。 

 

８．支払い方法 

 利用料（利用者負担分の金額）は、１ヶ月ごとにまとめて請求し、次のいずれかの方法に

よりお支払いいただきます。 

 なお、利用者負担金の受領に関わる領収書等については、利用者負担金の支払いを受けた

後、１５日以内に発行いたします。 

支払い方法 支払い要件等 

口座引き落とし 
サービスを利用した月の翌月の末日（祝休日の場合は直前の平日）に、

利用者が指定する口座より引き落とされます。 

銀行振り込み 

サービスを利用した月の翌月の末日（祝休日の場合は直前の平日）まで

に、事業者が指定する下記の口座に振り込むものとします。 

みずほ銀行 盛岡支店 普通口座 １４３９４９６ 

コンビニ払い 
コンビニ各店で支払い可能です。 

※別途利用手数料が必要となります。 

現金払い 
サービスを利用した月の翌月の末日（休業日の場合は直前の営業日）ま

でに、病院窓口にて現金支払い願います。 
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９．緊急時における対応方法 

サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、必要に

応じて臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに下記の主治医へ連絡し指示を求める等、

必要な措置を講じます。 

利用者の主治医 

医療機関の名称 

氏名 

所在地 

電話番号 

 

緊急連絡先 

（家族等） 

氏名（利用者との続柄） 

電話番号 

 

 

１０．事故発生時の対応 

 サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の介護支援専

門員（又は地域包括支援センター）及び市町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じ

ます。 

 

１１．苦情相談窓口 

（１）サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記の窓口で対応いたします。 

事業所相談窓口 

電話番号   ０１９－６９５－２３２１ 

面接場所  当事業所の相談室  

解決責任者 看護部長 中村六子  

 

（２）サービス提供に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てること可能である。 

苦情受付機関 
雫石町福祉課 電話番号  ０１９－６９２－２１１１ 

岩手県国民健康保険団体連合会 電話番号 ０１９－６２３－４３２５ 

 

１２．サービスの利用にあたっての留意事項 

 サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。 

（１）サービス提供の際、訪問職員は次の業務を行うことができません。 

   ・各種支払いや年金等の管理、金銭の貸借など、金銭に関する取扱い 

（２）訪問職員は、贈り物や飲食物の提供等は受けられません。 

（３）体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早めに

担当の介護支援専門員（又は地域包括支援センター）又は当事業所の担当者へ連絡くださ

い。 

 

１３．虐待防止について 

事業者は利用者の人権の擁護、虐待防止のために以下の対策を講じます。 

①虐待防止責任者を選任   

            虐待防止責任者  病院長 瀬川 泰幸     

②苦情解決のための体制を整備 

③研修等を通じて従業員の人権意識の向上や知識・技術の向上に努める 
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④サービスの提供中に介護従事者又は養護者（家族・同居人等）による虐待を受けたと思わ

れる利用者を発見した場合は速やかにこれを市町村に通報する 

 

１４．個人情報の利用について 

 

鶯宿温泉病院では、利用者の尊厳を守り安全に配慮する施設理念の下、お預かりしている個人情

報について、利用目的を以下のとおり定めます。 

 

【利用者へのサービスの提供に必要な利用目的】 

〔当病院内部での利用目的〕 

・病院が利用者等に提供するサービス 

・医療保険事務および介護保険事務 

・サービスの利用者に係る当病院の管理運営業務のうち 

 －会計・経理 

 －事故等の報告 

 －当該利用者の介護・医療サービスの向上 

〔他の事業者等への情報提供を伴う利用目的〕 

・当病院が利用者等に提供するサービスのうち 

 －利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支 

援事業所等との連携（サービス担当者会議等）、 照会への回答 

 －利用者の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合 

 －検体検査業務の委託その他の業務委託 

 －家族等への心身の状況説明 

・医療保険および介護保険事務のうち 

 －保険事務の委託 

 －審査支払機関へのレセプトの提出 

 －審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

 

【上記以外の利用目的】 

〔当病院内部での利用に係る利用目的〕 

・当病院の管理運営業務のうち 

 －医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

 －当病院において行われる学生の実習への協力 

 －当病院において行われる事例研究 

〔他の事業者等への情報提供に係る利用目的〕 

・当病院の管理運営業務のうち 

 －外部監査機関への情報提供 

 

原則として上記以外の目的でご利用者様及びご家族様の同意なく第三者に個人情報を提供するこ

とはございません。ただし例外として次の各事由がある場合は法令上、介護関係事業者が行うべ

き義務として明記されていることから、情報提供を行なうこととします。 

① サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等 

② 居宅介護支援事業所（地域包括支援センター〔介護予防支援事業所〕）等との連携 

③ 利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町村への通
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知 

④ 利用者に病状の急変が生じた場合等の主治の医師への連絡等 

⑤ 生命・身体の保護のため必要な場合（災害時において安否確認情報を行政に提供する

場合等） 
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     年     月     日 

 

 

 

事業者は、利用者へのサービス提供開始にあたり、上記のとおり重要事項を説明しました。 

 

事 業 者  所在地      岩手県岩手郡雫石町南畑３２－２６５ 

事業者（法人）名 社団医療法人康生会 鶯宿温泉病院 

代表者職・氏名  理事長 田中 由紀子    印 

 

説明者職・氏名                 印 

 

私は、事業者より上記の重要事項について説明を受け、同意しました。 

また、この文書が契約書の別紙（一部）となることについても同意します。 

 

        利 用 者  住 所 

氏 名                   印 

 

署名代行者（又は法定代理人） 

住 所 

本人との続柄 

氏 名                 印 

       

  家族代表   住 所 

氏 名                   印 

本人との続柄 
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別添 

       【利用料金のご案内】  令和６年６月時点 

①訪問看護料金 

≪1回ごとの料金≫  看護師 1名で訪問が前提 

 1割負担 2割負担 3割負担 

所要時間 20分未満 266円 532円 798円 

所要時間 30分未満 399円 798円 1,197円 

所要時間 30分以上 

1時間未満 

574円 1,148円 1,722円 

所要時間 1時間以上 

1時間 30 分未満 

844円 1,688円 2,532円 

サービス提供体制強

化加算（Ⅰ） 

6円 12円 18円 

特別地域訪問看護加

算 
所定料金の 15/100が加算 

 

≪必要に応じて加算される料金≫ 

 1割負担 2割負担 3割負担 

夜間（午後 6 時から午後 10

時）および 

早朝（午前 6 時から午前 8

時） 

所定料金の 25/100が加算 

深夜（午後 10 時から翌朝 6 時

まで） 

所定料金の 50/100が加算 

1時間 30 分以上訪問

した場合 

300円 600円 900円 

複数の看護師で 30分

未満訪問 

254円 508円 762円 

複数の看護師で 30分

以上訪問 

402円 804円 1,206円 

看護師と看護補助者

で 30分未満訪問 

201円 402円 603円 

看護師と看護補助者

で 30分以上訪問 

317円 634円 951円 

 

≪始めの月のみ加算される料金≫ 

 1割負担 2割負担 3割負担 

初回加算 300円 600円 900円 

 

≪必要に応じて 1月ごとに加算される料金≫ 

 1割負担 2割負担 3割負担 

退院時共同指導加算 600円 1,200円 1,800円 
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②介護予防訪問看護料金 

≪1回ごとの料金≫  看護師 1名で訪問 

 1割負担 2割負担 3割負担 

所要時間 20分未満 256円 512円 768円 

所要時間 30分未満 382円 764円 1,146円 

所要時間 30分以上 

1時間未満 

553円 1,106円 1,659円 

所要時間 1時間以上 

1時間 30 分未満 

814円 1,628円 2,442円 

サービス提供体制強

化加算（Ⅰ） 

6円 12円 18円 

特別地域訪問看護加

算 
所定料金の 15/100が加算 

 

≪必要に応じて加算される料金≫ 

 1割負担 2割負担 3割負担 

夜間（午後 6 時から午後 10

時） 

および 

早朝（午前 6 時から午前 8

時） 

所定料金の 25/100が加算 

深夜（午後 10 時から翌朝 6 時

まで） 

所定料金の 50/100が加算 

1時間 30 分以上訪問

した場合 

300円 600円 900円 

複数の看護師で 30分

未満訪問 

254円 508円 762円 

複数の看護師で 30分

以上訪問 

402円 804円 1,206円 

看護師と看護補助者

で 30分未満訪問 

201円 402円 603円 

看護師と看護補助者

で 30分以上訪問 

317円 634円 951円 

 

≪始めの月のみ加算される料金≫ 

 1割負担 2割負担 3割負担 

初回加算 300円 600円 900円 

 

 

≪必要に応じて 1月ごとに加算される料金≫ 

 1割負担 2割負担 3割負担 

退院時共同指導加算 600円 1,200円 1,800円 

利用料金は介護保険法令の改正により変更になる場合がございます。 


